令和７年度別府市DX推進支援業務調達仕様書

１　業務名	令和７年度別府市DX推進支援業務

２　目的
本業務は、別府市の行政手続きの電子化を推進するため、汎用電子申請システム「ぴったりサービス」のフォーム作成支援及び関係各課との連携調整を行い、市民の利便性向上及び業務の効率化を図ることを目的とする。

３　業務内容
本業務は、以下を想定している。
（１）フォーム作成支援
①国が提供する汎用電子申請システム「ぴったりサービス」(以後、「ぴったりサービス」という。)を用いて、各課の申請フォームの設計・作成を支援すること。
②各課との協議を通じて、申請業務の内容を把握し、ユーザビリティを考慮したフォームを作成すること。
③各フォーム作成後、テスト運用を行い、システムの動作確認と修正対応を支援すること。
※フォーム作成上の留意事項
・年度固有の情報をレイアウトに埋め込まないなど、将来的な更新作業を最小限にできる設計とすること。
・フォームを作成する際、説明文入力箇所については、担当者自身で修正できるよう操作方法やノウハウの習得を支援すること。
④別表に掲載する手続きすべてのフォーム作成を行うこと。ただし、別表（２）については記載の留意事項を確認すること。
（２）業務調整
①各課との連絡調整を行い、フォーム作成に必要な情報を収集すること。
②各課へのヒアリングを通じて、業務フローや手続き内容を理解し、デジタル化に向けた最適な提案（RPA・AI-OCRの活用提案を含む）を行うこと。
③業務フローは、現行及びデジタル化後の２種類、フォーム導入前後が比較できるものを作成すること。また、導入前後の業務所用時間を比較計測すること。
④フォーム作成及びリリース計画を策定すること。
⑤必要に応じて、複数課間での調整を行い、共通の運用ルールを策定すること。
（３）研修・サポート
①フォーム作成後、職員向けに操作研修を実施すること（ぴったりサービスの説明文入力画面を主に）。
②ぴったりサービス利用に係るサポートを提供し、業務上の問題点に対するアドバイザリー業務を行うこと。

４　契約期間	契約締結日から令和８年３月２０日まで
※業務開始は令和７年１２月下旬を予定

５　業務実施場所
別府市役所本庁舎、受託者事業所、必要に応じてリモートでの実施。

６　実施体制
(１)受託者の役割
受託者は、以下の体制を整え、業務を円滑に実施すること。
①各課との連絡調整担当者
②フォーム開発・運用支援担当者
③研修担当者
(２)市担当者との連携
①別府市情報政策課及び各担当課と密接に連携し、進捗報告及び業務内容の調整を行うこと。
②契約締結後のキックオフ会議後、定例会議を月1回、リモートもしくは必要に応じて対面で実施し、進捗確認と課題共有を行うこと。
③連絡調整にあたっては、当市が契約するbacklogを利用すること。

７　報告及び成果物
(１)月次報告
進捗報告を月次で実施し、業務の進行状況を当市に報告すること。報告内容には、以下を含む：
①実施した業務内容の概要
②問題点及び解決策
③次月の予定
④進捗に関する写真、画面キャプチャ等の資料
(２)最終報告
業務完了後、当市が定めた形式で業務完了報告書を提出すること。成果物には、以下を含む：
①各フォームの設計書及び作成した業務フロー
②フォーム作成支援業務報告書
③研修実施報告書
④進捗報告資料（必要に応じて）
(３)成果物の納品
成果物は日本語で提供され、PDFまたはMicrosoft Office形式で提出すること。必要に応じて、業務完了後に電子納品を行い、成果物引渡書を提出すること。

８　セキュリティ及び守秘義務
(１)機密保持
①本業務に関して知り得た情報を外部に漏らしてはならず、契約終了後も同様に守秘義務を遵守すること。
②個人情報保護に関する法律及び当市の規定を遵守し、業務終了後に資料やデータは当市に返却すること。
(２)情報セキュリティ
当市が提供するシステム環境やデータについては、適切なセキュリティ対策を講じ、情報の漏洩を防止すること。

９　その他
(１)法令遵守
受託者は、業務を遂行する上で関連する法令や規定を遵守すること。
(２)緊急時対応
事故や災害等の緊急事態発生時に備え、業務が滞らないように必要な対応体制を整備すること。また、発生時は速やかに本業務担当者に連絡、経緯等の報告を行うこと。
(３)業務調整
本仕様書に記載されていない事項については、当市と協議の上、適切に対応すること。

１０　業務主管課及び問い合わせ先
別府市情報政策課デジタルファースト推進室　担当：堀之内
〒874-0902　大分県別府市上野口町1番１５号
電話：0977-21-1124(直通)
E-mail：beppu-df@city.beppu.lg.jp
